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一
体
的
な
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
地
方
単
独
事
業

 
（代
表
的
な
も
の
）
 

法
令
等
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
た
事
業

 

（
保
育
・
子
育
て
支
援
等
）

 
 ○

 公
立
保
育
所
・
幼
稚
園
の
運
営
 

 ○
 私
立
保
育
園
・
幼
稚
園
運
営
助
成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○
 児
童
相
談
所
・
一
時
保
護
所
の
運
営

 
 
 
 

 ○
 放
課
後
児
童
対
策
、
児
童
館
運
営
 

 ○
 民
生
児
童
委
員
の
活
動
 
 
 
 
 
 

 
等
 

 

 
（
予
防
、
健
診
、
検
診
等
）
 

 ○
 予
防
接
種
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
）

 
 
 
 

 ○
 保
健
所
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
の
運
営
 

 ○
 健
康
診
査
（
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
生
活
習
慣
病
 
 
 

 
 
等
）
 

 ○
 が
ん
検
診
（
胃
、
肺
、
大
腸
が
ん
等
）

 
等
 

 （
救
急
医
療
）

 
 ○

 小
児
救
急
、
周
産
期
救
急
、
夜
間
休
日
救
急
等
 

 （
生
活
保
護
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
福
祉
）

 
 ○

 ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
 

 ○
 障
害
者
施
設
、
小
規
模
作
業
所
 

 ○
 障
害
者
自
立
支
援
 

 ○
 養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
 
等
 

（
医
療
費
の
軽
減
）

 
 
 ○

 乳
幼
児
医
療
費
助
成
 

 
 ○

 障
害
児
（
者
）
医
療
費
助
成
 

 
 ○

 母
子
（
父
子
）
家
庭
医
療
費
助
成

 
 

 ○
 難
病
患
者
医
療
費
助
成

 
 
 
 
 
 
 
 
等
 

 （
介
護
・
福
祉
等
）

 
 

 ○
 介
護
予
防
・
地
域
支
え
あ
い
事
業

 
 

 ○
 介
護
用
品
の
支
給
事
業
 

 
 ○

 高
齢
者
在
宅
支
援
、
社
会
活
動
支
援
 
 
 
等
 

 （
子
育
て
支
援
等
）

 
 

 ○
 地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

 
 
 
 
 
 
等
 

全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
事
業

 

（
国
民
皆
保
険
、
医
療
機
会
の
確
保
）
 

 
 ○

 国
保
保
険
料
引
き
下
げ
 

 
 ○

 病
院
事
業
会
計
負
担
金
・
補
助
金
・
繰
入
金
 



項
 
目

 
国
庫
補
助
負
担
事
業

 
地
方
単
独
事
業

 

予
防
接
種

 
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
（国
１
／
２
）
 

予
防
接
種
自
体
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
） 

が
ん
検
診

 
子
宮
頸
が
ん
、
乳
が
ん
（
国
１
／
２
） 

胃
が
ん
、
肺
が
ん
、
大
腸
が
ん
等

 

保
健
所
経
費

 
肝
炎
検
査
、
Ｈ
ＩＶ
検
査
等
特
定
業
務
（
国
１
／
２
） 

一
般
的
保
健
所
経
費

 

母
子
・
乳
幼
児

 
母
子
手
帳
・乳
幼
児
家
庭
全
戸
訪
問
、
妊
婦
健
診
（９
回
分
）（
国
１
／
２
）
 

妊
婦
健
診
（
５
回
分
）
・乳
幼
児
健
診

 

児
童
福
祉

 
子
ど
も
手
当
（国
定
率
負
担
）、
児
童
扶
養
手
当
（国

１
／
３
）
 

児
童
相
談
所
、
乳
幼
児
医
療
費

 

保
育
所
経
費

 
私
立
認
可
保
育
所
（
国
１
／
２
） 

公
立
認
可
保
育
所
、
認
可
外
保
育
所
、
保
育
料
軽
減

 

老
人
福
祉
施
設

 
特
養
、
老
人
保
健
施
設
の
入
居
費
用
（介
護
保
険
施
設
）
 

（保
険
料

50
％
、
国

20
％
） 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
等

 

障
害
者
医
療

 
自
立
支
援
医
療
費
（特
定
の
医
療
費
を
自
己
負
担

 
１
割
水
準
ま
で
軽
減
）（
国
１
／
２
）
 

そ
の
他
障
害
者
医
療
費

 

生
活
保
護

 
生
活
保
護
扶
助
（
国
３
／
４
）
 

福
祉
事
務
所
（
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
等
）
 

国
民
健
康
保
険

 
国
・
地
方
の
定
率
負
担
（保
険
料

50
％
と
国

43
％
）
 

保
険
料
軽
減

 

国
と
地
方
が
一
体
と
し
て
提
供
す
る
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス

 



 
（
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
係
る
措
置
） 

第
１
０
４
条

 
政
府
は
、
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
二
分
の
一
へ
の
引
上
げ
の
た
め
の
財
源
措
置
並
び
に
年
金
、

医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
を
踏
ま
え
つ

つ
、
平
成
２
０
年
度
を
含
む
３
年
以
内
の
景
気
回
復
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
に
よ
り
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
段
階
的
に
消
費
税
を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
、
平
成
２

３
年
度
ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
革
は
、
２
０
１
０

年
代
（
平
成
２
２
年
か
ら
平
成
３
１
年
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
の
半
ば
ま
で
に
持
続
可
能
な
財
政
構
造
を
確
立
す

る
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ３
 
第
一
項
の
措
置
は
、
次
に
定
め
る
基
本
的
方
向
性
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。
 

 
三
 
消
費
課
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
が
確
実
に
国
民
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
観
点
か
ら
、
消
費

税
の
全
額
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
年
金
、
医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る

た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
予
算
及
び
決
算
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、

消
費
税
の
税
率
を
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
歳
出
面
も
合
わ
せ
た
視
点
に
立
っ
て
複
数
税
率
の
検
討
等
の
総

合
的
な
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
低
所
得
者
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
 

 
七
 
地
方
税
制
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
の
推
進
及
び
国
と
地
方
を
通
じ
た
社
会
保
障
制
度
の
安
定
財
源
の
確
保
の

観
点
か
ら
、
地
方
消
費
税
の
充
実
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、

税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
。
 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（平
成
２
１
年
法
律
第
１
３
号
）附
則
（
抄
）

 




